
国民年金　保険料の追納をする場合の額（平成21年度に追納する場合）

　 全額免除 半額免除 ４分の１免除 ４分の３免除
平成11年度の月分 １６，１９０円 － － －
平成12年度の月分 １５，５６０円 － － －
平成13年度の月分 １４，９６０円 － － －
平成14年度の月分 １４，３９０円 ７，２００円 － －
平成15年度の月分 １４，１８０円 ７，０９０円 － －
平成16年度の月分 １３，９８０円 ６，９９０円 － －
平成17年度の月分 １４，０１０円 ７，０１０円 － －
平成18年度の月分 １４，０７０円 ７，０３０円 ３，５１０円 １０，５５０円
平成19年度の月分 １４，１００円 ７，０５０円 ３，５２０円 １０，５７０円
平成20年度の月分 １４，４１０円 ７，２００円 ３，６００円 １０，８１０円

当該年度から3年目以降は、当時の保険料に応じた加算額が加わる
平成21年度に追納する場合は、平成19年度・平成20年度分の保険料に加算額は加わらない。


